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福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与運営規程 

 

１ 福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与サービスを提供する事業者について 

事業所名称 一般社団法人 わんだふる－ライフ 

代表者氏名 代表理事 岸 友和 

事業者所在地 栃木県那須塩原市 321 番地 1221 号 

法人設立年月日 平成 30 年 9 月２6 日 

 

２ 利用者に対してのサービス提供を実施する事業所について 

事業所の名称及び所在地等 

事業所名称 福祉用具 エルサ 

介護保険指定事業所番号 0971301874 

事業所所在地 栃木県那須塩原市清住町 91-18 

管理者氏名 岸 友和 

連絡先 TEL：0287-73-5067  FAX：0287-73-5052 

 

第１章 事業の目的及び運営の方針 

 

（事業の目的） 

第１条 この規程は、一般社団法人わんだふる－ライフが運営する福祉用具貸与事業所及

び介護予防福祉用具貸与事業所が行う福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与（以下

「福祉用具貸与」という。）の事業の適正な運営を確保するとともに、事業所の福祉用

具専門相談員が、要介護状態又は要支援状態にある高齢者等に対し、適切な福祉用具貸

与を提供することを目的とする。 

 

（運営の方針） 

第２条 事業所の福祉用具専門相談員は、利用者が可能な限りその居宅において、その有

する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その利用者の心身の状況、

希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具の選定の援助、取付け、調整

等を行い、福祉用具を貸与することにより、利用者の日常生活の便宜を図り、その機能

訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図るよう援助を行なうもの

とする。 

２ 事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提

供に努めるものとする。 

３ 事業所は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止、要介護状態となることの予防

並びに介護者の負担の軽減に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。 
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４ 事業の実施にあたっては、地域との結びつきを重視し、関係各市町村、地域包括支援

センター、居宅介護支援事業者などの地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携

を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 

５ 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとと

もに、従業員に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。 

６ 福祉用具貸与の提供にあたっては、介護保険法第 118 条の 2 第 1 項に規定する介護保

険等関係情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。 

 

第２章 事業所従業者の職種、員数及び職務の内容 

 

職種 管理者の責務、従業者の責務 人員数 

管 

理 

者 

1 従業者の管理及び利用申し込みに係る調整、業務実施状況の

把握その他業務の管理を一元的に行うものとする。 

2 従業者に対して基本的、具体的取扱方針等の策定を遵守させ

るため必要な措置命令を行うものとする。 

常勤 1 名 

福 

祉 

用 

具 

専 

門 

相 

談 

員 

1 福祉用具貸与計画を作成し、利用者又はその家族等に対して

説明を行い、利用者の同意を得た上で、福祉用具貸与計画を交

付します。特定（介護予防）福祉用具販売の利用があるとき

は、特定（介護予防）福祉用具販売計画と一体のものとして作

成・変更等を行います。 

2 当該計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該計画の

変更を行います。 

3 福祉用具が適切に選定され、且つ、使用されるよう、専門的

知識に基づき相談に応じます。 

4 目録等の文書を示して福祉用具の機能、使用方法、利用料等

に関する情報を提供し、福祉用具の貸与に係る同意を得ます。 

5 貸与する福祉用具の機能、安全性、衛生状態等に関し点検を

行います。 

6 利用者の身体の状況等に応じて福祉用具の調整を行うととも

に、当該福祉用具の使用方法、使用上の留意事項、故障時の対

応等を記載した文書を利用者に交付し、十分な説明を行った上

で、必要に応じて利用者に当該福祉用具を使用していただきな

がら使用方法の指導を行います。 

7 利用者等からの要請等に応じて、貸与した当該福祉用具の使

用状況を確認し、必要な場合は、使用方法の指導、修理等を行

います。 

8 居宅サービス計画に福祉用具貸与が新規に必要な理由が記載

常勤換算 

2 名以上 
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されるとともに、介護支援専門員により、必要に応じて随時そ

の必要性が検討された上で、経緯が必要な場合はその理由が居

宅サービス計画に記載されるように、福祉用具の適切な選定の

ための相談又は助言、情報提供を行うなど必要な措置を講じま

す。 

事 

務 

員 

介護給付費等の請求事務及び通信連絡事務等を行う。 必要時配置 

 

第３章 営業日及び営業時間 

 

第３条 福祉用具貸与事業所の営業日及び営業時間は次の通りとする。 

営業日 
月曜日から金曜日（但し、国民の祝日、12 月 29 日から 1 月 3 日を除

く）ただし、必要に応じて、国民の祝日、土、日曜日も営業を行う。 

営業時間 午前９時 00 分から午後 6 時 00 分 

 

第４章 福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の提供方法 

 

第４条 事業所で行う福祉用具貸与の提供方法については次のとおりとする。 

（１）福祉用具専門相談員が、利用者の状態や希望に応じ、福祉用具が適切に選定され、

且つ使用されるよう、専門的知識に基づき相談に応じるとともに、目録等の文書を示

して福祉用具の機能、使用方法、利用料、全国平均貸与価格等に関する情報を提供し、

福祉用具の貸与に係る同意を得るものとする。 

（２）利用者が適切な福祉用具を選択するために、同一種目における機能または価格帯の

異なる複数の福祉用具に関する情報を利用者に提供するものとする。 

（３）福祉用具貸与の提供にあたっては、利用者の心身の状況、希望及びその置かれてい

る環境を踏まえて使用方法の指導、留意事項、故障時の対応等などの説明を理解しや

すいように行うものとする。 

（４）福祉用具貸与の提供にあたっては、機能、使用方法、安全性、衛生状態等の点検を

行うものとする。 

 

第５条 事業所において取り扱う福祉用具の種目及び利用料その他費用の額は次のとおり

とする。 

取扱種目 
１  .車いす 

２  .車いす付属品 

８  ．スロープ 

９  ．歩行器 
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３  .特殊寝台 

４  .特殊寝台付属品 

５  .床ずれ防止用具 

６  .体位変換器 

７  .手すり 

１０．歩行補助つえ 

１１．認知症老人徘徊感知機器 

１２．移動用リフト 

１３．自動排泄処理装置 

 

（利用料等） 

第６条 福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与を提供するにあたり、レンタル料金及び料

金、全国平均貸与価格等に関する情報について、別添のカタログにて理解しやすく説明

を行うものとする。なお、利用料金は１ヶ月単位での利用とする。 

 

（１）利用料金の計算方法は次のとおりとする。 

①貸与開始月の利用料金 
〇契約日がその月の１５日以前の場合：１ヶ月分の全額 

〇契約日がその月の１６日以降の場合：１ヶ月分の半額 

②貸与終了月の利用料金 
〇解約日がその月の１５日以前の場合：１ヶ月分の半額 

〇解約日がその月の１６日以降の場合：１ヶ月分の全額 

③貸与開始と貸与終了が同月内に行なわれた場合：１ヶ月分の全額 

 ※同月内の医療機関等への入退院及び入退所の場合も同様とする 

④介護保険が適用されない場合、あるいは介護保険の利用限度額を超える場合： 

利用料金の全額（１０割） 

 

第７条 その他の費用について 

①交通費等 

遠隔地等通常の事業の実施地域を越えて行う福祉用具貸与に要す

る交通費は、その実費を負担していただく場合があります。 

この費用の額に係るサービスの提供にあたっては、あらかじめ、

利用者またはその家族等に対し、当該サービスの内容及び費用に

ついて説明を行い、利用者から書面による同意を得るものとす

る。 

②特別搬出入費 

福祉用具の搬出入に特別な措置が必要な場合（クレーン車使用

等）に要する費用については、運営規定の定めに基づき、その措

置に要する費用を請求するものとする。 

当該内容及び費用についても、あらかじめ説明を行い、利用者か

ら書面による同意を得るものとする。 
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第５章 通常の事業の実施地域 

 

第８条 当事業所が提供する福祉用具貸与の通常の事業の実施地域は次のとおりとする。 

事業所の通常の 

事業の実施地域 
那須塩原市、大田原市、那須町、矢板市 

 

第６章 緊急時等における対応方法 

 

（事故発生時の対応） 

第９条 当事業所は、利用者が安心して福祉用具貸与サービスの提供を受けられるよう、

利用者に対する福祉用具貸与の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者

の家族等、当該利用者に係る居宅介護支援事業所等に連絡を行うとともに必要な措置を

講じるものとする。 

２ 当事業所は、前項の事故の状況及び事故に対する処置状況を記録するものとする。 

３ 当事業所は、利用者に対する指定特定福祉用具販売等の提供により賠償すべき事故が

発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。 

 

第７章 その他運営に関する重要事項 

 

（衛生管理等） 

第１０条 事業所は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行い従業

者が感染源となることを予防する対策を講じるものとする。 

２ 福祉用具貸与事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めることとする。 

３ 事業所、福祉用具の消毒及び保管について、次の事業者に委託する。 

（企業名）  プライムケア関東 株式会社 

（住 所）  茨城県水戸市吉沢町３５８－１ 

（電 話）  ０２９－３０４－３８０５ 

 

（企業名）  株式会社インフォゲート 

（住 所）  栃木県宇都宮市今泉町４０３－２ 

（電 話）  ０２８－６６６－４０００ 

 

（企業名）  株式会社日本ケアサプライ 栃木営業所 

（住 所）  栃木県宇都宮市平出町３７２８―１ 

（電 話）  ０２８－６１３－３３７０ 

 



6 

 

また、当該委託等の契約の内容において保管又は消毒が適切な方法により行われるこ

と担保するため、当該保管又は消毒の業務に係る委託契約において次に掲げる事項を文

書により取り決めを行うものとする。 

 

イ）当該委託等の範囲 

ロ）当該委託等に係る業務の実施に当たり遵守すべき条件 

ハ）受託者等の従業者により当該委託等がなされた業務（以下「委託等業務」）が居宅基

準第１３章３節の設備基準及び４節の運営基準に従って適切に行われていることを定期

的に確認する 

ニ）事業所が当該委託等業務に関し受託者等に対し指示を行う 

ホ）事業所が当該委託等業務に関し改善の必要を認め、所要の措置を講じるよう前号の指

示を行った場合において当該措置が講じられたことを指定事業者が確認する 

ヘ）受託者等が実施した当該受託等業務により利用者に賠償すべき事故が発生した場合に

おける責任の所在 

ト）その他当該委託等業務の適切な実施を確保するために必要な事項 

４ 当該委託先事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録・作

成するものとする。 

５ 事業所が当該委託業務に関し、受託者等に対し指示を行う際は文書により行うものと

する。 

６ 居宅基準第２０４条の２第２項の規定に基づき、第３号ハ）及びホ）の確認の結果の

記録を２年間は保存するものとする。 

７ 当事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次の各号に掲

げる措置を講ずるものとする。 

イ）当事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会 （テ

レビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。） をおおむね 6 月に 1 回以上

開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。 

口）当事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指計を整備する。  

ハ）当事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び

訓練を定期的に実施する。 

 

（サービスの内容） 

 第１１条 福祉用具の選定 

福祉用具貸与等の提供にあたっては、利用者の心身の状況、希望及びその置かれてい

る環境、 他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等、聴取させていただきま

す。 聴取した内容に基づき、適切な福祉用具の選定の援助、助言を行います。 

２ 福祉用具の納品 
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納品日時について、ご相談させていただきます。納品に際しては、福社用具専門相談

員が組立て・設置・調整を行い、使用方法等の説明を行います。また、取り扱い説明

書を交付します。 

３ メンテナンス等 

福祉用具貸与の提供にあたっては、貸与する福祉用具の機能、安全性、衛生状態等に

関し、福祉用具專門相談員が定期点検を行うものとする。 

福祉用具の使用方法・適合状況について、十分な説明を行った上、必要に応じ利用者

に実際に当該福祉用具を使用していただきながら使用方法の指導を行うものとする。 

 

（その他のサービス利用上の注意点） 

 第１２条 サービスの更新 

契約に関しての有効期間は 1 ヶ月としますが、毎月更新日を 1 日とし、前月末日まで

にサービス終了の申し出がない場合には、さらに 1 ヶ月同条件で更新されたものとする。  

２ サービスの終了  

イ）当該利用者またはその家族等の都合でサービスを終了する場合にあたっては、サービ

スの終了を希望する日の 7 日前までの申し出を受けるものとする。 

ロ）当該事業所の都合でサービスを終了する場合（事業所の現員では応じきれない等、や

むを得ない場合）は、サービスの提供を終了させていただく場合がありますが、その場

合は、終了 1 ヶ月前までに文書にて通知するものとする。  

３ 自動終了  

以下の場合は、双方の通知がない場合も、自動的にサービスを終了するものとする。  

イ）当該利用者が介護保険施設に入所した場合  

ロ）介護保険給付でサービスを受けていたが、当該利用者の要介護認定区分が「自立」

（非該当）と認定された場合  

ハ）当該利用者が死亡した場合 

４ その他 

当該利用者又はその家族等が当事業所や当事業所のサービス従業者に対し、居宅サービ

スを継続し難いほどの背信行為が行われた場合は、文書で通知することにより直ちにサー

ビスを終了することができるものとする。 

５ 一時入院・入所の場合 

1 ヶ月未満の一時入院・入所の場合、契約料金としますが 1 ヶ月を超える場合には、契

約に関わらず全額自己負担となりますので、あらかじめご了承ください。 

６ 福祉用具貸与品の点検等について 

福祉用具貸与品の提供時に、当該福祉用具の使用方法、使用上の留意事項、事故防止の

観点から指導を行うものとする。 

また、定期的に電話等での使用状況の確認、または訪問にて点検を行うものとする。 
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（不具合や事故が生じた場合は、速やかにご連絡をお願いします。）   

 

（情報開示について）  

第１３条 事案所は、利用者の申し出に従い、当該利用者に関する情報等（利用者記録、

サービス提供記録、その他）を開示するものとする。但し、利用者本人あるいは身元引

受人でない方（他の家族等） からの申し出については、文章にて当該利用者の了解を得

た上で、適切な対応を行うものとする。   

 

第１４条 （利用料、利用者負担額「介護保険を適用する場合」、その他の費用の請求及

び支払い方法等について） 

①利用料、利用者負担額 （介護保険を適用

する場合）、その他の費用の請求方法等 

①利用料、利用者負担額 （介護保険を適用

する場合）、及びその他の費用の額はサー

ビス提供ごとに計算し、利用月毎の合計金 

額により読求するものとする。 

②上記に係る請求は、利用明細を添えて利

用月の翌月末日に請求するものとする。  

②利用料、利用者負担額（介護保険を適用

する場合）、その他の費用の支払い方法等 

①サービス利用開始時に利用開始月当月分

の利用料は現金で集金いたします。 

②行われたサービス提供と請求書の内容を

照合のうえ、下配のい ずれかの方法により

お支払いください。 

（ア）事業者指定口座への振り込み 

（イ）利用者（家族等）指定口座からの自

動振替 

（ウ）現金支払い 

※契約の際にご相談の上、確認させていた

だきます。 

③費用のお支払いを受けた場合は、支払い

方法の如何によらず、当該費用に係る領収

証を、当該費用を支払った利用者又はその

扶養義務者に対し、交付するものとしま

す。 

 

※ 利用料、利用者負担額（介護保険を適用する場合）及びその他の賓用の支払いについ

て、利用者から利用料又はその一部の支払がなく３ヶ月滞納し、その後の請求にも関

わらず、正当な理由なく支払に応じない場合は、当該福祉用具貸与に係る福祉用具を
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回収すること等により、当該福祉用具貸与の提供を中止した上で、未払い分の支払い

を受けるものとする。 

 

（受給資格の確認） 

第１５条 福祉用具貸与の提供を求められた場合は、その者の提示する介護保険被保険者

証により、被保険者資格、介護認定の有無及び介護認定の有効期間を確かめるものとす

る。 

 

（提供拒否の禁止） 

第１６条 次に記載する正当な理由なく福祉用具貸与の提供を拒んではならない。 

①事業所の現員では利用申込に応じきれない場合 

②利用申込者の居住地が通常の事業の実施地域外であり対応が困難な場合 

③適切な福祉用具を提供することが困難な場合である場合 

特に要介護度や所得の多寡を理由にサービスの提供を拒否してはならない 

 

（サービス提供困難時の対応） 

第１７条 第 8 条に定める通常の事業の実施地域、取り扱う福祉用具の種目等を勘案し、

利用申込者に対し自ら適切な福祉用具貸与を提供することが困難であると認めた場合は、

当該利用申込者に係る居宅介護事業者等への連絡、適当な他の指定福祉用具貸与事業者

等の紹介、その他の必要な措置を速やかに講じるものとする。 

 

（心身の状況等の把握） 

第１８条 福祉用具貸与等の提供にあたっては、利用者に係る居宅介護支援事業者が開催

するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている

環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとする。

また、介護認定の更新及び変更、サービス内容の変更（貸与品目の変更、追加等）の場

合には同様の処置を行うものとする。 

 

（指定居宅介護支握事業者等との連携） 

第１９条 福祉用具貸与等の提供にあたっては、居宅介護支援事業者等、その他保健医療

サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。 

２ サービスの内容が変更された場合又はサービス提供の終了に際しては、利用者又はそ

の家族等に対して適切な相談又は助言を行うとともに、その内容を記した書面またはそ

の写しを速やかに居宅介護支援事業者等に交付するものとする。 
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（身分証携行義務） 

第２０条 福祉用具専門相談員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者またはそ

の家族等から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示しなければならない。 

 

（サービス提供の記録） 

第２１条 福祉用具貸与を提供した際には、当該福祉用具貨与の開始日及び終了日並びに

種目及び品名、当該福祉用具貸与について利用者に代わって支払を受ける居宅介護サー

ビス費（介護予防サービス費）の額、その他必要な事項を、利用者の居宅サービス計画

を記載した書面又はこれに準ずる書面に記録を行うこととし、その記録はその完結の日

から 5 年間は保存するものとする。 

   

２ 福祉用具貨与等を提供した際には、提供した具体的なサービス内容等を記録するとと

もに、利用者からの申し出があった場合には、文書の交付、その他適切な方法により、

その情報を利用者に対して提供するものとする。   

 

（利用料等の受領する費用の額） 

第２２条 法定代理受領サ一ビスに該当する福祉用具貸与を提供した際には、その利用者

から利用料の一部として、当該福祉用具貸与に係る居宅介護サービス費用基準額（介護

予防サービス費用基準額）から当該事業所に支払われる居宅介護サービス費（介護予防

サービス費）の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 

２ 前項の他支払いを受ける額のほか、利用者の選定により第８条に定める通常の事業の

実施地域以外の地域において居宅介護サービスを行う場合、それに要した交通費等の額

の支払いを利用者から受けることができる。 

  

（利用者等に求めることができる金銭の範囲等） 

第２３条 福祉用具貸与を提供する利用者に対して金銭の支払いを求めることができるの

は、当該金銭の使途が直接当護利用者の便益を向上させるものであって、当該利用者に

支払いを求めることが適当であるものに限るものとする。 

２ 前項の規定により金銭の支払いを求める際は、当該金銭の使途及び額、並びに利用者

等に金銭の支払いを求める理由について書面によって明らかにするとともに、利用者等

の同意を得るものとする。 

 

（利用者に関する市町村への通知） 

第２４条 福祉用具貸与を受けている利用者が偽り、その他不正な行為によって居宅介護

サービス費（介護予防サービス費）の支給を受け、又は受けようとした時は、遅滞なく

意見を付して、その旨を市町村に通知しなければならない。 
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（秘密保持等） 

第２５条 事案所は、正当な理由がなくその業務上知り得た利用者又はその家族等の秘密

を漏らしてはならない。 

２ 当該事業所の従業者であった者が正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又は

その家族等の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を

保持するべき旨を、 従業者との雇用契約の内容とする。 

３ 事業所では、利用者の医療上緊急の必要がある場合、又はサービス担当者会議等で必

要がある場合に限り、あらかじめ文書による同意を得た上で、必要な範囲内で利用者又

はその家族等の個人情報を用いるものとする。 

 

（情報の提供等） 

第２６条 福祉用具貸与サ一ビスを利用しようとする者が、適切かつ円滑に利用すること

ができるように、当該福祉用具貸与に関する情報の提供を行うよう努めなければならな

い。 

２ 当該福祉用具貨与について広告をする場台は、その内容が虚偽又は誇大なものであっ

てはならない。 

 

（事故発生時の対応） 

第２７条 事業所は、利用者に対する福祉用具貸与等の提供により事故が発生した場合は、

利用者の家族及び介護支援専門員、または地域包括支援センター並びに市町村等に連絡

するとともに、必要な指値を講じるものとする。 

２ 事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して行った処置について記録するとともに、

その原因を調査、解明し、再発防止の対策を講じるものとする。 

３ 事業所の過失により利用者に対して賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害

賠償を含めて適切な対応を行うものとする。 

（当事業所は、三井住友海上火災保険株式会社と、福祉事業者総合賠償責任保険契約を

結んでいます。） 

 

（相談、苦情解決） 

第２８条 事業所は、提供した当該福祉用具貸与に係る利用者及びその家族等からの相談

及び苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する。 

 

【事業者の窓口】 

苦情受付担当者 岸 友和 

所在地 栃木県那須塩原市清住町 91-18 

電話：0287-73-5067 FAX：0287-73-5052 
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【公的団体の窓口】 

栃木県国民健康保険団体連合会 

所在地 栃木県宇都宮市本町 3 番 9 号 

        栃木県本町合同ビル 6 階 

電話：028-643-2220 FAX：028-643-5411 

【市区町村（保険者）窓口】 

那須塩原市 高齢福祉課 高齢福祉係 

※各市区町村にも窓口があります。 

所在地 栃木県那須塩原市共墾社 108 番地 2 

電話：0287-62-7137 FAX：0287-63-8911 

【市区町村（保険者）の窓口】 

大田原市高齢者幸福課介護サービス係 

※各市区町村にも窓口があります。 

所在地 栃木県大田原市本町 1 丁目 4 番 1 号 

電話：0287-23-8678  

【市区町村（保険者）の窓口】 

矢板市健康保健福祉部高齢対策課 

※各市区町村にも窓口があります。 

所在地 栃木県矢板市本町 5 番４号 

電話：0287-43-2896 

【市区町村（保険者）の窓口】 

那須町保健福祉課介護保険係 

※各市区町村にも窓口があります。 

所在地 栃木県那須郡那須町大字寺子丙 3 番 13

号 

電話：0287-72-6910 

 

２ 事業所は、その提供した福祉用具貸与に関し、市町村が行う文書その他物件の提出若

しくは照会に応じ、利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、

市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改普を行う

ものとする。 

 

（虐待防止に関する事項） 

第２９条 当事業所は、利用者の人権の擁護、虐待等の発生又はその再発を防止するため、

次の措置を講ずるものとする。 

イ）虐待防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことがで

きるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知微底

を図る。 

ロ）虐待防止のための指針の整備 

ハ）虐待を防止するための従業者に対する定期的な研修の実施 

ニ）上記措置を適切に実施するための担当者の設置 

虐待防止に関する責任者 管理者：岸 友和 

虐待防止に関する担当者 管理者：岸 友和 

ホ）その他虐待防止のために必要な措置  
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２ 当事業所は、サービスの提供に伴って、当該事業所従業者又は養護者（利用者の家族 

等高齢者を現に養護する者）による虐待を把握した場合は、迅速かつ適切に、これを市町

村に通報するものとする。   

 

（身体的拘束等の原則禁止） 

第３０条 当事業所は、福祉用具貨与等の提供にあたっては、利用者又は他の利用者等の

生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行

動を制限する行為（以下「身体拘束等」という。を行わない。 

２ 当事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、利用者又はその家族等に対し、

身体拘束の内容、理由、期間等について説明し同意を得た上で、その態様及び時間、そ

の際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記載すること

とする。 

 

（業務継続計画の策定等） 

第３１条 当事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する福祉用具貸

与（介護予防福祉用具貸与）の提供を継続的に実施するため、及び非常時の体制で早期

の業務再開を図るための計画 （以下「業務継続計画」という。を策定し、当該業務継続

計画に従い必要な措置を講じるものとする。 

２ 当事案所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及

び訓練を定期的に実施するものとする。 

３ 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更

を行うものとする。 

 

（その他運営に関する留意事項） 

第３２条 事業所は、適切な福祉用具貨与の提供を確保する観点から、職場において行わ

れる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範

囲を超えたものにより福祉用具専門相談員の就業環境が害されることを防止するための

方計の明確化等の必要な措置を講じるものとする。 

 

（会計の区分） 

第３３条 事業所は、福祉用具貸与の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければ

ならない。 

 

（記録の整備） 

第３４条 事業所は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなけれ

ばならない。 
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２ 事業所は、利用者に対する福祉用具貨与の提供に関する各号に掲げる記録を整備し、

当該福祉用具貨与を提供の完結した日から 5 年間保存するものとする。 

 （１）福祉用具貸与計画及び介護予防福祉用具貸与計画 

 （２）提供した具体的なサービス内容等の記録 

 （３）利用者に関する市町村への報告等の記録 

 （４）苦情の内容等に関する記録 

 （５）事故の状況及び事故に対する処置状況の記録 

 

 

 

附 則  

この規程は、令和７年 5 月１日から施行する。 

この規程は、令和 8 年 5 月１1 日から施行する。  

 

 

 


